
　低圧で電気をご使用になるお客さまの燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりと
なります。

燃 料 費 調 整 単 価

(B)－(A)

従
量
制
供
給

低　圧
１kWh
につき

▲0.02円

▲0.07円

▲0.13円

▲0.26円

▲0.39円

▲0.67円

▲0.67円

▲0.20円

▲0.40円

▲0.20円

0.00円

▲0.01円

▲0.01円

▲0.11円

▲0.11円

▲0.06円

▲0.12円

深 夜 電 力 Ａ ▲1.71円

▲0.03円

▲0.06円

▲0.12円

▲0.17円

▲0.23円

▲0.28円

●　平成25年９月分の燃料費調整単価は平成25年４月～平成25年６月の平均燃料価格により算出されます。
●　平成25年10月分の燃料費調整単価は平成25年５月～平成25年７月の平均燃料価格により算出されます。
●　燃料費調整単価及び燃料費調整額は毎月の検針のお知らせ票、請求書等でもお知らせします。
●　電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。

平　均　燃　料　価　格

(B)－(A)

▲760円

463円

▲141円

▲100円

●　平均燃料価格は３か月間の貿易統計実績によるものです。

●　「基準となる平均燃料価格」の33,500円は、平成25年５月の電気料金値上げの前提となっている平均燃料価格です。

3.92円

1.03円

3.99円

1.69円

39.89円

11.92円

23.83円

15.95円

23.93円

7.97円

平 成 25 年 10 月 分

10Wまでの１灯につき

6.43円

3.38円

6.43円

39.89円

0.32円

0.64円

0.64円

50VAまでの１機器につき

16.89円

102.69円

6.76円

(B)(A)

3.38円

10.13円

13.51円

〜
平成25年６月

平成25年４月

7.84円

15.69円

23.54円

39.22円

11.72円

6.32円

3.32円契約電力0.5kWまでの場合

契約電力１kW以上５kWまでの１kWごとに

11.92円

10Wをこえ20Wまでの１灯につき

40Wをこえ60Wまでの１灯につき

20Wをこえ40Wまでの１灯につき

100Wをこえる１灯につき100Wまでごとに

60Wをこえ100Wまでの１灯につき

6.76円

39,400円

平成25年５月

〜
平成25年７月

65,774円

84,401円

10,984円

１契約につき

契約電力0.5kW

契約電力　1kW

39.22円

23.43円

11.72円

0.32円

0.63円

0.63円

6.32円

契約電力　2kW

区　　　　　　分

契約電力　4kW

単　　　　　　位

契約電力　3kW

契約電力　5kW

農 事 用 電 力 Ｂ
（ １ 日につ き ）

定
　
　
　
　
額
　
　
　
　
制
　
　
　
　
供
　
　
　
　
給

定額電灯

公衆街路灯Ａ

農事用電灯

電
　
　
灯

燃 料 費 調 整 単 価 の お 知 ら せ

単　価　差

従量電灯Ａ・Ｂ・Ｃ、
低圧電力、深夜電力Ｂなど

(A)
区　　　　　　　分

(B)

平成25年９月分 平成25年10月分

1.01円

平 成 25 年 ９ 月 分

臨 時 電 灯 Ａ
（ １ 日につ き ）

総容量が50VAまでの場合

臨 時 電 力
（ １ 日につ き ）

100VAをこえる１機器につき50VAまでごとに

総容量が１kVAをこえ３kVAまでの場合１kVAまでごとに

総容量が500VAをこえ１kVAまでの場合

総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに

総容量が50VAをこえ100VAまでの場合

小
型
機
器

50VAをこえ100VAまでの１機器につき

平 均 燃 料 価 格

平 均 石 炭 価 格

平 均 原 油 価 格

１　ｔ　あ　た　り

原油換算１㎘あたり

平均液化天然ガス価格

差　額

33,500円基準となる平均燃料価格 原油換算１㎘あたり

１　㎘　あ　た　り

１　ｔ　あ　た　り

66,534円

83,938円

11,125円

39,500円

6.64円

9.96円

13.28円

16.61円

100.98円

1.66円

3.32円

6.64円



● 適用期間

● 燃料費調整単価等のお知らせ

　

円

円

再エネ賦課金 0.35円×300kWh＝   105円
円未満は切り捨てます。再エネ賦課金単価は0.35円
/kWhです。

0.171円/kWh

基
準
単
価

低圧従量制
供給の場合

120kWh超過300kWhまでのご使用量に適用いたします。

10アンペアあたり283.50円

16.65円×120kWh＝1,998.00円

850.50円

5,900円 1.01円

39,400円

　当社営業所窓口に燃料費調整単価及び平均燃料価格を掲
示するとともに、毎月検針のお知らせ票等で燃料費調整単価
及び調整額をお知らせします。

　平成25年10月分の燃料費調整単価は平成25年５月～平成
25年７月の平均燃料価格により算出されます。各期間に対応
する燃料費調整単価の適用月分は下表のとおりです｡

平成25年10月分電気料金

平成25年４月～平成25年６月

平成25年５月～平成25年７月

燃
 
料
 
費
 
調
 
整

燃料費調整単価の適用月分燃料価格の実績をみる期間

平成25年９月分電気料金

３００kWh 口座振替割引額

計

燃料費調整額

太陽光発電促進付加金
円未満は切り捨てます。太陽光発電促進付加金単価は
0.09円/kWhです。

    24.86円×　0kWh＝　　0.00円

最初の120kWhまでのご使用量に適用いたします。

300kWh超過分のご使用量に適用いたします。

52.50円

5,958.00円

第2段階 22.00円×180kWh＝3,960.00円

電　気　料　金 早収料金 ＋ ｵ＋ｶ ＝

早　収　料　金 円未満は切り捨てます。の場合 ｱ + ｲ + ｳ - ｴ ＝

(例）

従量電灯B

基本料金

電
力
量
料
金

第1段階

第3段階ご契約アンペア

３０A

ご使用量（キロワットアワー）

0.09円×300kWh＝  　27円

1.01円×300kWh＝303.00円 平成25年10月分の燃料費調整単価は1.01円/kWhです。

50,300円を超えるとき
50,300円を上限として調整します。

33,500円を上回った場合
33,500円との差をプラス調整します。

33,500円を下回った場合
33,500円との差をマイナス調整します。
下限は設けません。

平成25年10月分の電気料金計算例

燃 料 費 調 整 制 度 の 概 要

　火力燃料費（原油・液化天然ガス・石炭）の変動をできるかぎり迅速に電気料金に反映させるため、３か月間

の平均燃料価格が33,500円／㎘（平成25年５月電気料金値上げの前提となっている原油換算燃料価格です。）か

ら変動した場合に、その変動分に応じて電気料金を調整する制度です。

●燃料費調整額（燃料費調整単価×ご使用量）
　燃料費調整額は、燃料費調整単価にご使用量を乗じたものです。燃料費調整単価は毎月見直しを行います。

●燃料費調整単価（平成25年10月分）

●平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ（100円未満四捨五入）
　 Ａ：平均燃料価格算定期間における１㎘あたりの平均原油価格
　 Ｂ：平均燃料価格算定期間における１ｔあたりの平均液化天然ガス価格
　 Ｃ：平均燃料価格算定期間における１ｔあたりの平均石炭価格

α：0.1490
β：0.2575
γ：0.7179

α、β、γは原油換算平均価格を
算定するための換算係数（原油換
算係数と熱量構成比によって算定
される一定の値)

●口座振替割引額
　口座振替割引は、前月分の電気料金を１回目の振替日に振替えいただいた場合に、当月分の電気料金（早収料
金）から52.50円割引となります。従量電灯、季時別電灯、時間帯別電灯（10時間型）、ピークシフト電灯、高負
荷率型電灯、低圧電力、低圧季時別電力、深夜電力Ｂ（低圧）、第２深夜電力（低圧）、時間帯別電灯（８時間
型）のお客さまが対象です。なお、口座振替のお支払手続をしていただくことで、ご加入となります。

平均燃料価格

（ ）－ 33,500円（ ） ×
基準値 基準単価

1,000＝

＝  ×
1,000

0.171円（低圧の場合）
＝

３か月間の平均燃料価格（円/㎘）(100円単位）

50,300円

33,500円

※　電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。

＊基準単価：平均燃料価格が1,000円/㎘変動
　　　　　　した場合の電気料金単価への
　　　　　　影響額

ア

イ

ウ

エ

カ

電 気 料 金 の 計 算 方 法

(消費税込)
＊

（平成25年10月分）

基準となる平均燃料価格

オ

イ ウ エア オ

電気
料金

基本料金
（税込）

燃料費
調整額
（税込）

＝ ±＋
電力量
料金
（税込）

＋

太陽光促進付加金
(税込)

再エネ賦課金
(税込) ＋

口座振替
割引額
（税込）

＋

カ＊1

＊1　平均燃料価格が基準値から上昇したときは＋、下落したときは－になります。

7,059

7,191

＊小数点第３位四捨五入


